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2025 年度 日本陸上競技連盟競技規則 修改正案 ＜2025.2.15＞ 
日本陸上競技連盟 
 競技運営委員会 

（太字：修改正、追加、挿入  修改正前：削除  修改正前＆修改正：移動） 

【競技会規則（CR）】 
条文番号 修改正前 修改正 

CR9 
〔国内〕 

 

－ 4.ワールドランキングコンペティション定義 3. 
⒝によりWARWJを配置する必要がある時は、
本連盟に事前に申告しなければならない。 

CR10 － 〔国内〕 
ワールドランキングコンペティション定義 3. ⒝
により国際道路コース計測員を配置する必要が
ある時は、本連盟に事前に申告しなければならな
い。 

CR13 競歩記録員、警告掲示板係他競歩競技に必要な役
員 

競歩記録員、競歩用掲示板係他競歩競技に必要な
役員 

CR18.8 
〔国際注意〕 

特定の競技会の規程で認められる場合を除き、本
条は視覚障がいのある競技者の伴走者の参加を
認めることを意図するものではない。 

特定の競技会の規程で特に認められる場合を除
き、本条は視覚障がいのある競技者のガイドラン
ナーの参加を認めることを意図するものではな
い。 

CR18.8 
ｸﾞﾘｰﾝ 

但し、この規則は特定の競技会の規則で特に許可され
ている場合を除き、健常者の競技会でガイドランナーの
使用を許可するものではないし、また審判長が TR6に
定められている事項に反した解釈をすることを認めている
わけでもない。 

但し、この規則は審判長が TR6に定められている事項
に反した解釈をすることを認めているわけでもない。 
 

CR22.6 スターターまたはリコーラーはどのような不正
でも確認したならば、…スターターに伝えなけれ
ばならない。スターターはどの競技者に警告を与
えるか、または失格とすべきか判断する。〔参照 
TR16.7、16.10〕 

スターターまたはリコーラーはどのような不正
でも確認したならば、…スターターに伝えなけれ
ばならない。スターターはどの競技者に警告を与
えるか、または失格とすべきか判断する〔参照 
TR16.7、16.10〕。スタート時における不適切行為
の判断は、審判長が行う〔参照 TR16.5〕。 

CR25.4 
表 

r：試技放棄・離脱（フィールド競技・混成競技） r：試技放棄・離脱（フィールド種目） 
 

CR25.4 
ｸﾞﾘｰﾝ 

‘r’ は競技者が怪我によって競技継続ができない場
合、あるいは競技者がそれ以上競技を行わないと決め
た場合に使用することを想定している。 
… 
試技放棄（離脱）は混成競技にも関連しており、その
後に行なわれるトラック競技の組数にも影響を与える可
能性がある。 
… 

‘r’ は競技者が怪我によってフィールド種目の競技継
続ができない場合、あるいは競技者がそれ以上競技を
行わないと決めた場合に使用することを想定している。 
… 
（削除） 
 
 
… 

CR29.1.1 〔国際〕 
…。その内容は少なくとも、各種目の招集場所、・
第一招集・最終招集完了時刻、（最終）招集場所か
ら競技場所へ移動を開始する時刻について記載
する。 

〔国際〕 
…。その内容は少なくとも、各種目の招集場所、・
招集所への入場開始時刻と入場締切時刻、（最終）
招集場所から競技場所へ移動を開始する時刻に
ついて記載する。 

CR31.3.5 … 
ドーピング検査に関連する文書（ドーピング管理
フォームおよび対応する検査結果）は、入手次第、
直ちに WA に送付するものとし、理想とすれば、
記録申請の際に記載しなければならない世界記
録申請書類一式と共に、競技開催日を含め 30 日
以内に WA 事務局に発送されなければならない
（CR31.6 参照）。 

… 
ドーピング検査に関連する文書（ドーピング管理
フォームおよび対応する検査結果）は、入手次第、
直ちに WA に送付するものとし、できれば世界記
録申請書類一式と共に発送されなければならな
い（CR31.6 参照）。 

CR31.10.3 世界記録が公認されたら、WA 事務総長は 
新たな世界記録が承認されるたびに世界記録認定
リストを更新する。このリストに記載された記録
は、… 
 

世界記録が公認されたら、WA 事務総長は 
世界記録認定リストを更新する。このリストに記
載された記録は、… 
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CR31.19 少なくとも 3 人の WA ゴールド、シルバー、ブロ
ンズレベルの競歩審判員が審判を務め、世界記録
認定申請書に署名しなければならない。 

少なくとも 3 人の WA ゴールドまたはシルバー
レベルの競歩審判員が審判を務め、世界記録認定
申請書に署名しなければならない。 

CR32 （追加） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（2026 年 1 月 1 日から） 
＜競歩＞ 

 男子 女子 U20 
男子 

U20 
女子 

計時 
方法 

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 
(ﾄﾗｯｸ) 

〇 〇 － － 写・手 

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 
(道路) 

〇 〇 － － 写・手 
ト 

ﾏﾗｿﾝ 
(ﾄﾗｯｸ) 

〇 〇 － － 写・手 

ﾏﾗｿﾝ 
(道路) 

〇 〇 － － 写・手 
ト 

 

CR32 
〔注意〕 

男子の 30,000ｍ競歩の記録は、35,000m 競歩の
初回認定記録が掲載された段階で削除する。 
 
35,000m 競歩： 
記録の初回認定は 2023 年 1 月 1 日とし、 
男子は 2 時間 22 分 00 秒以内、 
女子は 2 時間 38 分 00 秒以内の記録を対象と
する。 

35km 競歩： 
記録の初回認定は 2023 年 1 月 1 日とし、 
男子は 2 時間 22 分 00 秒以内の記録を対象と
する。 

50,000m 競歩： 
記録の初回認定は 2019 年 1 月 1 日以降とし、 
4 時間 20 分 00 秒以内の記録を対象とする。 

 

ハーフマラソン競歩： 
記録の初回認定は 2026 年 1 月 1 日とし、 
最初の世界記録認定にあたり、必要となる最低
限の記録は 2025 年に公表される。 

男子の 30,000ｍ競歩の記録は、35,000m 競歩の
初回認定記録が掲載された段階で削除する。 
 
35,000m 競歩： 
記録の初回認定は 2023 年 1 月 1 日とし、 
男子は 2 時間 22 分 00 秒以内、 
女子は 2 時間 38 分 00 秒以内の記録を対象と
する。 

35km 競歩： 
記録の初回認定は 2023 年 1 月 1 日とし、 
男子は 2 時間 22 分 00 秒以内の記録を対象と
する。 

マラソン競歩： 
記録の初回認定は 2026 年 1 月 1 日とし、 
最初の世界記録認定にあたり、必要となる最低
限の記録は 2025 年に公表される。 

50,000m 競歩： 
記録の初回認定は 2019 年 1 月 1 日以降とし、 
4 時間 20 分 00 秒以内の記録を対象とする。 

CR34.4.6 競歩競技の日本記録については、少なくとも一人
の JRWJ（日本陸連競歩審判員）以上の資格を持
った競歩審判員が競技中歩型の判定を行い、日本
記録申請書に署名しなければならない。 

競歩競技の日本記録については、少なくとも 3 人
の JRWJ（日本陸連競歩審判員）以上の資格を持
った競歩審判員が競技中歩型の判定を行い、日本
記録申請書に署名しなければならない。 

CR34 （追加） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（2026 年 1 月 1 日から） 
＜競歩＞ 

 男子 女子 公認 
男子 

公認 
女子 

計時 
方法 

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 
(ﾄﾗｯｸ) 

〇 〇 〇 〇 写・手 

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 
(道路) 

〇 〇 〇 〇 写・手 
ト 

ﾏﾗｿﾝ 
(ﾄﾗｯｸ) 

〇 〇 〇 〇 写・手 

ﾏﾗｿﾝ 
(道路) 

〇 〇 〇 〇 写・手 
ト 
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CR34.10 
〔注意〕 

 
 

（追加） ⅶ 競歩競技のハーフマラソン、マラソンの日本
記録の初回認定は 2026 年 12 月 31 日とする。 

 
ⅵ WA は 2024 年から各国のナショナルレコー

ド（日本記録）は WRk 大会でマークされた記
録のみを新たに認定することに伴い、2024 年
以降、非 WRk 競技会でマークされた日本記録
が WRk競技会でマークされた記録を上回る場
合には、以下の略号を付けて区別する。 
(W)：WRk 競技会でマークされた日本記録 
(J) ：非 WRk 競技会でマークされた日本記録 

 
【競技規則（TR）】 

条文番号 修改正前 修改正 
TR1 
ｸﾞﾘｰﾝ 

大衆参加ランニング及びウォーキングイベントに関して
は、これらの規則が完全に適用されるのは、イベントに
参加するエリートカテゴリーの競技者または、主催者が
何らかの理由によって指定したカテゴリーの競技者（例
えば、賞金の対象となるなど）のみと規定される。 
しかし、競技会主催者は特に安全性の考慮事項に関
して、特に交通が完全には遮断さていないレースの場
合、様々なカテゴリーに適用される規則と手順を全ての
参加者に提供する情報のなかで強調することが推奨さ
れる。 

大衆参加ランニング及びウォーキングイベントに関して
は、競技会主催者は特に安全性の考慮事項に関し
て、とりわけ交通が完全には遮断さていないレースの場
合、様々なカテゴリーに適用される規則と手順を全ての
参加者に提供する情報のなかで強調することが推奨さ
れる。 

TR5.2 競技者が競技する時は、裸足でも競技用靴を履い
てもよい。 

競技者が競技する時は、裸足で、または片足もし
くは両足に競技用靴を履いてもよい。 

TR6.3.1 同一レースに参加していない者によってペース
を得ること、周回遅れか、周回遅れになりそうな
競技者がペースメーカーとして競技すること、あ
るいは（TR6.4.4 で許されたものを除いて）あら
ゆる種類の技術的な装置によってペースを得る
こと。 

同一レースに参加していない者によってペース
を得ること、周回遅れか、周回遅れになりそうな
競技者がペースメーカーとして競技すること、あ
るいは（TR6.4.4、6.4.8 で許されたものを除いて）
あらゆる種類の技術的な装置によってペースを
得ること。 

TR8 － 〔注釈〕 
上訴を行うことができるのは、ジュリーが置かれ
ている競技会のみである。 

TR8.2 競技の結果または競技実施に関する抗議は、その
種目の結果の正式発表後 30 分以内に行わなけれ
ばならない。 

競技（ラウンド）の結果または競技実施に関する
抗議は、その競技（ラウンド）の結果の正式発表
後 30 分以内に行わなければならない。 

TR8.6 
 

〔国際〕 
フィールド競技において現場で抗議（競技中の抗
議）が行われ、抗議中として競技を行なう競技者
がいる場合、その抗議が認められれば競技を続け
ることができないはずの別の競技者も競技を続
けることが認められた場合、抗議の扱いがどうな
ったかにに関わらず、競技継続が認められた競技
者の記録や最終成績は有効となる。 

〔国際〕 
フィールド競技において現場で抗議（競技中の抗
議）が行われ、抗議中として競技を行なう競技者
がいる場合、その抗議が認められれば競技を続け
ることができないはずの別の競技者も競技を続
けることが認められた場合、抗議の扱いがどうな
ったかにに関わらず、競技継続が認められた競技
者の記録や最終成績は有効となる。 

〔国内〕 
TR8.5 を適用した場合は、当規則も適用する。 

TR8.6 
ｸﾞﾘｰﾝ 

TR8.6はフィールド種目だけでなく、全ての種目に適用
される。  

TR8.6の最初の段落の内容は、フィールド種目だけで
なく、全ての種目に適用される。  

TR8.7 
〔国際注意〕 

当該審判長は抗議に対する裁定を下した後、直ち
に TIC に対して裁定の時刻を通知しなければな
らない。 
審判長が当該チーム・競技者に対して口頭で裁定
を知らせることができなかった場合は、TIC で訂
正された結果、もしくは裁定結果を掲示した時刻
をもって、公式発表が行われた時刻とする。 

当該審判長は抗議に対する裁定を下した後、直ち
に TIC に対して裁定結果を申立者に対して伝達
した時刻を通知しなければならない。 
審判長が当該チーム・競技者に対して口頭で裁定
を知らせることができなかった場合は、TIC で訂
正された結果もしくは裁定結果を掲示した時刻
をもって、公式発表が行われた時刻とする。 

TR9.2 
 

TR9.1 以外のその他の競技会で競技場内のみで
行う競技では、男女混合の種目は通常では認めな

TR9.1 以外のその他の競技会で競技場内のみで行
う競技では、男女混合の種目は通常では認めない。 
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い。 
但し、ワールドランキングコンペティション定義
1. (a)、(b)、(c) と2. (a)、(b) 以外の競技会におい
ては、以下の混合競技を認めることがある。ワー
ルドランキングコンペティション定義1. (e)、(d) 
と2. (c)、(d)、(e) に該当する競技会においては、
フィールド競技と以下TR9.2.1に述べる状況であ
れば、所管するエリア陸連の特別な許可により、
常に男女混合競技が認められる。 

但し、以下の場合は認められる。 
・ワールドランキング競技会定義 1. (a)、(b)、(c) 

と 2. (a)、(b)、(c)の競技会において、当該種目
に当該規則を適用することが規定されているフ
ィールド競技。 

• ワールドランキング競技会定義 1. (d)、(e) と 2. 
(d)、(e) の競技会におけるフィールド競技と、
TR 9.2.1 に基づいて行うことを所管するエリ
ア陸連が特に許可している 5000m 以上のレー
ス。 

• ワールドランキング競技会定義 3. の競技会に
おけるフィールド競技と、TR 9.2.1 に基づいて
行うことを所管する各国陸連が特に許可してい
る 5000m 以上のレース。 

TR9.2 
ｸﾞﾘｰﾝ 

 

TR9.2.1 の目的は 5000ｍ以上の長距離種目の実
施を促進することであり、より長い種目で男女のいずれ
かまたは男女ともに少数の競技者が出場する場合や、
より長い距離の種目（例えば、10,000m 以上の競
歩競技）、タイムテーブルの制約により別々のレースを
実施することが困難になる。 
この規則の目的は、女性競技者が男性競技者と競技
する機会を提供することにより、潜在的により良い記録
が出せる環境を作り出すことではない。 
誤解がないように補足すると、フィールド種目や 5000m
以上のレースでの混合競技会は、 

a. 全ての国内大会で認められ、適用可能な連盟の規
則のみに従う。（エリア陸連からの追加の許可は必要
ない。） 

b. ワールドランキングコンペティション定義 2.(d) に該
当する競技会においては、関連するエリア陸連によって
特別に許可されている場合に認められる。 

c. ワールドランキングコンペティション定義 1. と 2. (a)、
(b)、(c)、(e) に該当する競技会においては、フィール
ド競技で競技会に適用される規程で特に規定されて
いなければ認められない。 

男女混合競技での世界記録の公認には制限がある。 
… 

TR9.2.1の目的は、男女のいずれかまたは男女ともに
少人数の競技者が出場する場合に、5000ｍ以上の
レースの実施を容易にすることである。 
 
 
 
この規則の目的は、女性競技者が男性競技者と競技
する機会を提供することにより、潜在的により良い記録
が出せる環境を作り出すことではない。 
 
男女混合競技とは以下の競技である。 

a. すべての国内競技会においては、フィールド競技お
よび TR9.2.1 に従って行われる 5000m 以上のレ
ースでは所管する各国陸連によって特別に許可され
ている競技。（エリア陸連からの追加の許可は必要な
い。） 

b. ワールドランキングコンペティション定義 1.(d),(e)と
2.(d) ,(e)に該当する競技会においては、フィールド
競技および所管するエリア陸連によって特別に許可さ
れている TR9.2.1 に従って行われる 5000ｍ以上
のレース。 

c. ワールドランキングコンペティション定義 1. (a), (b), 
(c) と 2. (a)、(b)、(c)、(e) に該当する競技会に
おいては、フィールド競技に関して、当該競技会に適
用される規則にその旨が規定されていなければ認めら
れない。 

男女混合競技での世界記録の公認には制限がある。 
… 

TR11.4 
〔国内〕 

－ 上位大会出場の進出者を決める際に同順位が複
数いて、その中から選出する必要がある場合、そ
の選出方法は主催者が決めることができる。選出
方法は抽選に加え、追加レースや追加試技を行う
こともできる。 
追加レースや追加試技で達成された記録は、当該
競技会での順位決定とは無関係であるが、個人
（チーム）の最高記録、ランキング、参加標準記
録といった目的では有効なものとして取り扱わ
れる。 

TR12 
ｸﾞﾘｰﾝ 

… 
同様に、監察員またはトラック審判長が規則違反の可能
性を報告している場合は、ビデオ審判長によって確認さ
れ、適切な助言と決定がなされる。 

… 
同様に、監察員またはトラック審判長および競歩競技審
判長が規則違反の可能性を報告している場合は、ビデ
オ審判長によって確認され、適切な助言と決定がなされ
る。 
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TR14.1 … 
縁石を撤去しコーンまたは旗で代用する（代用縁
石を含む）方法は、水濠を越えるためにメイント
ラックを離れる障害物競走、TR17.5.2による第1
グループと第2グループの走路の境界、縁石設置
のない直走路にも適用されなくてはならない。後
者の場合は（コーン、旗または代用縁石を置く）
間隔が10ｍを超えないようにする。 

… 
縁石を撤去しコーンまたは旗で代用する（代用縁
石を含む）方法は、障害物競走で水濠を越えるた
めにメイントラックを離れる部分と TR17.5.2 に
よる第 1 グループと第 2 グループの走路の境界
部分に適用される。後者の場合、直走路にもコー
ン、旗または代用縁石を置くことも選択できる
が、その間隔は 10ｍを超えないように設置する。 

TR14.1 
 
 

〔国際－注意〕 
曲走路から直走路または直走路から曲走路にト
ラックから迂回する地点は、計測員によって白線
上に 50 ㎜×50 ㎜の見分けのつく色で示され、レ
ース中は 1 レーンの内側の線上にコーンを設置
しなければならない。 

 

〔注意〕 
曲走路から直走路または直走路から曲走路に変
わるすべてのポイントには、1 レーン内側のライ
ンの白線上に、あらかじめ検定された 50 mm × 
50 mm の明確な色でマークされ、レース中はそ
れらのポイントのトラック内側の延長線上にコ
ーンを設置する。 

TR16.2 
 

以下の〔注意〕に記載された競技会を除く全ての
競技会において、スターターは開催する国や地域
の言語、英語またはフランス語で合図しなければ
ならない。 
 
〔注意〕 
ワールドランキングコンペティション定義 1. 
(a)、(b)、(c)、(d) と 2.  (d) に該当する競技会な
らびに本連盟が主催、共催する競技会において
は、スターターの合図は英語のみとする。 

ワールドランキングコンペティション定義 1. 
(a)、(b)、(c)、(d) と 2.  (d) に該当する競技会に
おいては、スターターの合図は英語のみとする。 
その他の競技会では、スターターの合図は開催す
る国や地域の言語、英語、フランス語で行うもの
とする。 
 

〔国内〕 
スターターの合図は一部の用語を除き、英語とす
る。 

TR16.8 
〔注意〕 

… 
不正スタートがどの競技者の責にも帰すべきも
のでなければ、警告は与えないでグリーンカード
（旗）を競技者全員に見せる。 

… 
スタートのリコールやスタートを中止した理由
がどの競技者の責にも帰すべきものでなければ、
警告は与えないでグリーンカード（旗）を競技者
全員に見せる。 

TR17.5.1 
〔国内〕 

ⅲ 

（追加） 
 
 
 
 

500m 競走は完全セパレートレーンで行う。第二
曲走路に 100m のスタートラインを基準とした
階段スタートラインを設定する。当該競技が実施
できるのは、スタート位置の標識が設置されてい
る競技場に限る。 

TR17.5.1 
〔国内〕 

ⅳ 

（追加） 600m 競走はセパレートレーンでスタートし、途
中からオープンレーンで行う。第二曲走路に
400m と同様の階段スタートラインを対称的に
設定する。300ｍまでは（曲走路を 2 回走るまで
は）セパレートレーンとし、通常の 800m 競走の
ブレイクラインからオープンレーンとする。当該
種目のスタート位置は、メドレーリレーの 1 走の
スタート位置と同じであり、その標識が設置され
ている競技場に限る。 

TR17.5.2 
 

1,000ｍ、3,000ｍと 5,000ｍ（内水濠で行う 3000
ｍ障害での適用も可）におけるグループスタート

の場合、…マークを置かなくてはならない。この

マークは 50 ㎜×50 ㎜とし、第 4 レーン外側（6
レーンのトラックでは第 3 レーン外側）のライン

上に置き、…。 

1,000ｍ、3,000ｍと 5,000ｍ（内水濠で行う 3000
ｍ障害での適用も可）におけるグループスタート

の場合、…マークを置かなくてはならない。この

マーク（ブレイクポイント）は 50 ㎜×50 ㎜とし、

第 4 レーン外側（6 レーンのトラックでは第 3 レ

ーン外側）のライン上に置き、…。 
TR17.5.2 
ｸﾞﾘｰﾝ 

ｂ：競技者が TR17.5 に違反し、ブレイクラインの手
前やグループスタートで決められた位置の手前で内側
を走った。 

ｂ：競技者が TR17.5 に違反し、走るように指定され
たレーンから、またはグループスタートでトラックの外
側のレーンから、ブレイクラインまたはブレイクポイン
トの手前で内側に入った。 

TR17.7 規則に違反しているマーカーや物があれば、規則

に合わせるよう、あるいは剥がしたり動かしたり

するよう、審判員は当該競技者を指導しなければ

ならない。指導に従わない場合には、審判員が取

り除かなければならない。 

規則に違反しているマーカーや物があれば、規則

に合わせるよう、あるいは剥がしたり動かしたり

するよう、監察員は当該競技者を指導しなければ

ならない。指導に従わない場合には、監察員が取

り除かなければならない。 
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TR17.12 
〔国内〕 

ⅰ 55m        5 秒間 
   55m ハードル   5 秒間 

 

ⅰ 55m        5 秒間 
   55m ハードル   5 秒間 
    150m       10 秒間 
         （計測方法は 200m と同じ） 

TR17.15.3 競技者はいつでも、スタート地点や主催者が設

置した供給所で受取った水や飲食物を手に持っ

たり身体につけたりして持ち運んでもよい。 

競技者は、スタート地点から持ち込んだり、主

催者が設置した供給所で受取ったりした水や飲

食物を、いつでも手に持ったり身体につけたり

して競技を行ってよい。 
TR19 

章見出し 
計時と写真判定 計時 

TR20.1 
 

トラック競技における予選は、参加競技者が多数
のため、決勝 1 回では満足に競技を行うことがで
きない時に行う。 
予選ラウンドを行う場合、全競技者が参加し、予
選の結果によって次のラウンドに進むようにし
なければならない。競技会統括団体は一つあるい
は複数の種目で、その競技会の中で、あるいはそ
れに先立つ別の競技会の結果で、参加資格を与え
る競技者の一部または全部を決め、その競技会の
どのラウンドから出場することができるかを決
める権限を持つ。 
 
どの競技者に参加資格を与え、どのラウンドから
出場できるかという手順や考え方（特定の期間に
達成された参加標準記録、指定競技会での順位や
ランキング等）については、各競技会の大会要項
等に記載されなければならない。 
 

〔注意〕 
TR8.4.3 参照。 

トラック競技における予選は、参加競技者が多数
のため、決勝 1 回では満足に競技を行うことがで
きない時に行う。 
予選ラウンドを行う場合、全競技者が参加し、予
選の結果によって次のラウンドに進むようにし
なければならない。 
但し、競技会統括団体は、一つあるいは複数の種
目で参加資格を与える競技者の一部または全部
を決め、その競技会のどのラウンドから出場する
ことができるかを決めるために、その競技会の中
で、あるいはそれに先立つ別の競技会で予選ラウ
ンドを行う権限を持つ。 
どの競技者に参加資格を与え、どのラウンドから
出場できるかという手順や考え方（特定の期間に
達成された参加標準記録、指定競技会での順位や
ランキング等）については、各競技会の大会要項
等に記載されなければならない。 
 

〔注意〕 
ⅰ TR8.4.3 参照。 
ⅱ 追加の予選ラウンドには、予備予選ラウンド

および敗者復活ラウンドを含むことができ
る。 

TR20.2.3 
〔国際〕 

 

番組編成にあたってはできるだけ全競技者の成
績を考慮し、もっともよい記録を持っている競技
者が決勝に残れるように編成することが望まし
い。 

予選ラウンドが実施される際の組編成にあたっ
てはできるだけ全競技者の成績を考慮し、もっと
もよい記録を持っている競技者が決勝に残れる
ように編成することが望ましい。 
これには、可能な限り同じ加盟団体またはチーム
の競技者だけなく、ランキングの上位記録（一般
的には参加標準記録有効期間の記録で決定され
るが、直近の優れた記録なども考慮される）を持
つ競技者が予選の同じ組に入らないようにする
ことも含まれる。 
こうした組合せの調整は、番組編成の原案が出た
直後に、レーンを決める前に行う必要がある。こ
うした変更を行った後、各組のレベルが可能な限
り均等になっているか最終チェックを行う。 
これらの原則を適用する際には、競技者の入替え
は、 
a. 最初のラウンドでは、所定の期間中に有効な

最も良い記録のリストで同様のランキング
を有する競技者間で、 

b. 以降のラウンドでは、TR20.4.3～20.4.5 に
従って同じ「レーングループ」に編成され
た競技者間で、 

行う。 
TR20.2 
ｸﾞﾘｰﾝ 

 

予選ラウンドは、次のラウンドに進み、最終的に決勝に進
出する競技者を可能な限り最良の方法で決定しなけれ
ばならない。これには同じメンバーまたはチームの競技者
だけなく、上位記録を保持した競技者（一般的には参

 
 
（TR20.2.3〔国際〕へ移動） 
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加標準記録有効期間の記録で決定されるが、直近の
顕著な記録などもまた考慮される）が予選の同じ組に入
らないよう可能な限り配慮することも含まれる。 
適用される規則で別に定めがない限り、主要競技会で
組み合わせの基本となるのは、少なくとも事前に決められ
た期間中の有効な条件（関連種目での風速を含む）
で、各競技者が達成した最も良い記録でなければならな
い。この期間は通常、競技会に適用される規則または競
技会のエントリー条件と基準を定めた文書に明記され
る。そうした基準が明記されていない場合、技術代表ま
たは主催者が一つの、一部の、あるいは全ての競技に適
用する代替期間や規準を定めない限り、「シーズンベス
ト」を使用する。 
… 
優勝候補者とみなされる競技者同士の予選ラウンドでの
対決を避けるために、同様の原則を適用すべきである。
同時に、同じ加盟団体またはチームの競技者が異なる
組になるよう調整する必要がある。 
 
このような場合、組合せの調整は組分けの原案が出た直
後に、レーンを決める前に行うべきである。これらの原則を
適用する際には、競技者の入れ替えは、 
a. 最初のラウンドにおいては、あらかじめ決められた期間

中に有効な最も良い記録のリストで同様のランキング
を有する競技者との間で、 

b. 次のラウンドにおいては、TR20.4.3～20.4.5 に基
づく同様のランキングを有する競技者の間で、 

行う。 
 
これらの原則に従うことは、…。 

 
 
 
適用される規則で別途規定されない限り、主要競技
会で組み合わせの基本となるのは、少なくとも事前に決
められた期間中の有効な条件（関連種目での風速を
含む）で、各競技者が達成した最も良い記録でなけれ
ばならない。この期間は通常、競技会に適用される規
則または競技会のエントリー条件と基準を定めた文書に
明記される。そうした基準が明記されていない場合、技
術代表または主催者が一つの、一部の、あるいは全て
の競技に適用する代替期間や規準を定めない限り、
「シーズンベスト」を使用する。 
… 
優勝候補者とみなされる競技者同士の予選ラウンドで
の対決を避けるために、同様の原則を適用すべきであ
る。同時に、同じ加盟団体またはチームの競技者が異
なる組になるよう調整する必要がある。 
 
（TR20.2.3〔国際〕へ移動） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
これらの原則に従うことは、…。 

TR20.3.1 最初のラウンドにおいて、競技者は予め決められ
た期間内に達成された当該種目の有効な記録の
リストから、または適用される規定によって、シ
ードを決定し、ジグザク配置によって予選の組を
決める。 

最初のラウンドにおいて、競技者は予め決められ
た期間内に達成された当該種目の有効な記録の
リストから、または適用される規定によって、順
位づけを行う。 

TR20.3.3 競技者をジグザグに配置する。 TR20.3.1 および 20.3.2 で作成した順位づけをも
とに、競技者をジグザグに配置する。 

TR20.4 
〔注意〕ⅰ 

ワールドランキングコンペティション定義 1. 
(d)、(e) と 2. に該当する競技会における 800ｍ
競走は、それぞれのレーンで 1 名または 2 名の
競技者が走ってもよいし、弧形のライン後方から
スタートするグループスタートでもよい。ワール
ドランキングコンペティション定義 1. (a)、(b)、
(c) と 2.(a)、(b) に該当する競技会においては、
同着で、あるいは審判長またはジュリーの判断で
次のラウンドに進出する競技者の数が増えた場
合を除いて、このスタート方式は予選にのみ適用
することが望ましい。 

800m 競走では、各レーンに 1 人または 2 人の選
手を割り当てて行うことができる。 
但し、ワールドランキングコンペティション定義
1.(a)、(b)、(c)および 2.(a)、(b)に該当する競技会
では、同成績あるいは審判長またはジュリーの判
断で次のラウンドに進出する競技者の数が利用
可能なレーン数を超える場合を除き、1 レーンに
2 人の競技者を割り当てることは、通常、最初の
ラウンドでのみとする。 
ワールドランキングコンペティション定義
1.(e)、2.(e)および 3.に該当する競技会では、800m
競走は弧状のスタートラインの使用や、グループ
スタートをさせることで、レーンを使用せずに実
施することもできる。 

TR22.7 TR22.6.1 および 22.6.2 の場合を除いて、ハード
ルを倒しても失格にしてはならない。また記録も
認められる。 

TR22.6.2 および 22.6.3 の場合を除いて、ハード
ルを倒しても失格にしてはならない。また記録も
認められる。 

TR23.5 
〔国際〕 

障害物の標準の高さは、男子・U20 男子が 914 ㎜
(±3 ㎜)、U18 男子が 838 ㎜(±3 ㎜)、女子が 762
㎜(±3 ㎜)、幅は少なくとも 3ｍ940 とする。障害
物の最上部のバーと水濠に接した障害物の最上
部のバーは 127 ㎜(±3 ㎜)の正方形とする 

障害物の標準の高さは、男子・U20 男子が 914 ㎜
(±3 ㎜)、U18 男子が 838 ㎜(±3 ㎜)、女子・U20
女子・U18 女子が 762 ㎜(±3 ㎜)、幅は少なくと
も 3ｍ940 とする。障害物の最上部のバーと水濠
に接した障害物の最上部のバーは 127 ㎜(±3 ㎜)
の正方形とする 



8 
 

TR24.3 … 
レーン内で行われる各バトンの受け渡しについ
て、担当する競技役員は、各競技者が正しいテイ
ク・オーバー・ゾーンの位置にいることを確認す
る。その競技役員は TR24.4（マーカーの数とサ
イズ）が確実に遵守されるようにしなければなら
ない。 

… 
レーン内で行われる各バトンの受け渡しについ
て、担当する監察員は、各競技者が正しいテイク・
オーバー・ゾーンの位置にいることを確認する。
その監察員は TR24.4（マーカーの数とサイズ）
が確実に遵守されるようにしなければならない。 

TR24.4 … 
規則に違反しているマーカーがあれば、規則に合
わせるよう、あるいは剥がすよう、審判員は当該
競技者を指導する。指導に従わない場合は、審判
員が剥がさなくてはならない。 

… 
規則に違反しているマーカーがあれば、規則に合
わせるよう、あるいは剥がすよう、監察員は当該
競技者を指導する。指導に従わない場合は、監察
員が剥がさなくてはならない。 

TR24.5 … 
競技者はバトンを受け取りやすくする目的で手
袋をはめたり、TR6.4.3 で認められた以外の何か
を手に付けたりすることはできない。 

… 
競技者はバトンを受け取りやすくする目的で手
袋をはめたり、TR6.4.3 で認められた以外の何か
を手やバトンに付けたりすることはできない。 
この規則に従わなければ、そのチームは失格とな
る。 

TR25.3.2 サークルから行う投てき競技では、マーカーを 1
個だけ使用することができる。このマーカーはサ
ークルの直後あるいはサークルに接して置くこ
とができるが、線上や着地場所に置くことはでき
ない。… 

サークルから行う投てき競技では、マーカーを 1
個だけ使用することができる。このマーカーはサ
ークルのすぐ後ろ、あるいはサークルに接する地
面にのみに置くことができるが、線上や着地場所
に置くことはできない。… 

TR25.6 … 
前半の 3回の各試技のラウンドで有効試技が一つ
もない 1名以上の競技者にも後半の試技が許され
るが、その試技順は有効試技のある競技者の前と
し、複数いる場合は当初のスタートリスト順とす
る。 

… 
前半の 3 回の各試技のラウンドで有効試技が一
つもない 1 名以上の競技者にも後半の試技が許
されるが、そのような競技者の試技順は有効試技
のある競技者の前とし、複数の競技者がいる場合
は当初のスタートリスト順とする。 

TR25.17 … 
棒高跳における時間は、競技者からの事前の申告
に従ってバーが調整された時から開始する。さら
に調整するための追加時間は認められない。 

… 
棒高跳における時間は、競技者からの事前の申告
に従ってバーが調整された時から開始する。 

TR25.17 
〔注意〕ⅰ 

… 
加えて試技に許される時間（試技時間）が残り 15
秒になった時から、審判員は通常、黄旗を挙げ続
けるか、その他の方法で適切に知らせる。黄旗以
外の視覚的な表示物を使用することも認められ
る。 

… 
加えて試技に許される時間（試技時間）が残り 15
秒になった時から、審判員は通常、黄旗を挙げ続
ける。黄旗以外の視覚的な表示物を使用すること
も認められる。 

TR25.17 
〔注意〕ⅱ 

走高跳と棒高跳の場合、試技時間の変更は（同じ
高さで先に試技をした競技者が競技を終え、人数
が減っても）連続試技である場合を除き、バーが
新しい高さに上げられるまで適用しない。 

走高跳と棒高跳の場合、試技時間の変更は（同じ
高さで先に試技をした競技者が競技を終え、人数
が減っても）連続試技である場合を除き、バーが
新しい高さに置かれるまで適用しない。 

TR26.2 走高跳と棒高跳において他の全ての競技者が競
技を終えていて、ある競技者がその場に不在の場
合、与えられた試技時間が経過した後、審判長は
その競技者は競技を放棄したと見なすものとす
る。 

走高跳と棒高跳において他の全ての競技者が競
技を終えた時に、一人以上の競技者がその場に不
在の場合、与えられた試技時間が経過した後、審
判長はその競技者は競技を放棄したと見なす。 

TR26.2 
ｸﾞﾘｰﾝ 

TR26.2 において、高さを競う跳躍ではある高さを 1 回
目または 2 回目の試技でクリアした場合には、同じ高さ
の 2 回目または 3 回目を跳躍することは・・・ 

TR26.2 において、高さを競う跳躍ではある高さを 1 回
目または 2 回目の試技でパスした場合には、同じ高さの
2 回目または 3 回目を跳躍することは・・・ 

TR26.8.4 
ｸﾞﾘｰﾝ 

ジャンプオフを終了するには、いくつかの方法がある。 ジャンプオフをキャンセルしたり終了したりするには、いく
つかの方法がある。 

TR26.9 
 
 

 

－ 〔国内〕 
上位大会出場枠の最終順位に同順位の競技者が
いた場合、その出場者の決定にあたっては、１位
決定のジャンプオフ方式を適用することができ
る。 
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TR26.9.5 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅはいずれも 1ｍ88 を 2 回目に
成功した。 
＜TR26.8 および 26.9 の適用方法＞ 
審判員は同記録を生じた高さを含む無効試技数
を数える。ＥはＡ,Ｂ,Ｃ,Ｄよりも無効試技数が多
いので第 5 位となる。 

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅはいずれも 1ｍ88 を 2 回目に
成功した。 
＜TR26.8 および 26.9 の適用方法＞ 
4 人の競技者全員が、最後に跳んだ高さを同じ回
数でクリアした。審判員は同記録を生じた高さを
含む無効試技数を数える。ＥはＡ,Ｂ,Ｃ,Ｄよりも
無効試技数が多いので第 5 位となる。 

TR26.10.2 その他の状況では、新試技が許される。 その他の状況では、代替試技が認められる。 
TR27.8 … 

バー止はバーとバー止の表面が摩擦を増加する
効果のあるゴムや他の材質で覆ってはならない。
また、バネのようなものも一切使用してはならな
い。 

… 
バー止は、ゴムで、あるいはバーの両端部との間
の摩擦を増加させる効果のあるその他の材質で
作られたり、覆われたりしてはならない。また、
バネのようなものも一切使用してはならない。 

TR28.1 … 
もし、競技者がバーの位置の変更を求めた時は、
事前に申告した希望位置でバーがセットされる
前に審判員に申し出る。これを怠って変更しよう
とする場合は、新しい位置にセットする時間も制
限時間に含まれる。試技時間が開始されたら、バ
ーの高さをそれ以上変更することはできない。 

… 
もし、競技者がバーの位置の変更を希望する時
は、事前に申告した希望位置でバーがセットされ
る前に、審判員に申し出る。試技時間が開始され
たら、バーの位置をそれ以上変更することはでき
ない。 

TR28.10 … 
バー止はバーとバー止の表面が摩擦を増加する
効果のあるゴムや他の材質で覆ってはならない。
また、バネのようなものも一切使用してはならな
い。 

… 
バー止は、ゴムで、あるいはバーの両端部との間
の摩擦を増加させる効果のあるその他の材質で
作られたり、覆われたりしてはならない。また、
バネのようなものも一切使用してはならない。 

TR28.10 
〔注意〕 

競技者が支柱の基部に落下して怪我をすること
を防ぐために、バー止は支柱に恒久的に取りつけ
られた張出し部分につけてもよく、こうすること
でバーの長さを延長することなく支柱の間隔を
拡げることができる。 

競技者が支柱の基部に落下して怪我をすること
を防ぐために、バー止は支柱に恒久的に取りつけ
られた支持部分の上につけてもよく、こうするこ
とでバーの長さを延ばすことなく支柱の間隔を
拡げることができる。 

TR29.9 跳躍の計測は有効試技終了後…、直ちに行わなけ
ればならない。跳躍距離は身体の一部または身に
付けていたものが着地場所に残した痕跡の踏切
線に最も近い箇所から、…。 

跳躍の計測は有効試技終了後…、直ちに行わなけ
ればならない。跳躍距離は身体の一部または着地
する瞬間に身に着けていたものが着地場所に残
した痕跡の踏切線に最も近い箇所から、…。 

TR30.1 
ｸﾞﾘｰﾝ 

（TR30.3から移動） TR30.1.1 は踏切時の靴と足の前部の位置に着目し
ており、・・・関係がない。 
同様に、靴紐の緩みなどが垂直面を出たとしても、判定
には関係ない。 

TR30.3 
ｸﾞﾘｰﾝ 

TR30.1.1 は踏切時の靴と足の前部の位置に着目して
おり、・・・関係がない。 
同様に、靴紐の緩みなどが垂直面を出たとしても、判定
には関係ない。 

（TR30.1 へ移動） 

TR32.1 
〔国内〕 

ワールドランキングコンペティションでは WA
認証品のみを使用する。但し、WA 認証品かどう
かの証明は、持込んだ競技者が行う。 

ワールドランキングコンペティションでは、本連
盟検定品かつ WA 認証品のみを使用する。但し、
WA 認証品かどうかの証明は、持込んだ競技者が
行う。 
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TR32.7 
図 
 
 

 

 

 
 
寸法表示部分 
 
 
厚み 6mm 以上×深さ 70～80mm 

TR32.14.2 
〔注意〕 

↓ 
TR32.14 
〔注意〕 

… 
また、靴の緩んだ部分（靴紐など） や衣服、身体
につけていたその他のアイテム（帽子など）が、
投てき開始時、投てき中または投てき後に、足留
材上部に触れたとしても、無効とは見なさない。 

ⅰ 靴の緩んだ部分（靴紐など） や衣服、身体に
つけていたその他のアイテム（帽子など）が、
投てき開始時、投てき中または投てき後に、足
留材上部に触れたとしても、無効とは見なさな
い。 

TR32.14 
〔注意〕 

ⅰ 競技者の投げた円盤またはハンマーの頭部
が… 見なす。 

ⅱ 競技者の投げた円盤やハンマーの一部が  
… 見なさない。 

ⅱ 競技者の投げた円盤またはハンマーの頭部
が…見なす。 

ⅲ 競技者の投げた円盤またはハンマーの一部
が、…見なさない。 

TR32.14 
ｸﾞﾘｰﾝ 

… 
TR32.14.2 が意図しているのは、サークルの限界を定
めた目的を重視し、競技者がサークルから正しく出るま
でサークル内に留まることを遵守させることである。 

… 
TR32.14 〔 注 意 〕 ⅰ が 追 加 さ れ た こ と に よ り 、
TR32.14.2 ～32.14.4 が意図しているのは、サーク
ルまたは助走路の制限を設けている目的を重視し、競
技者が正しく出るまでサークルまたは助走路内に留ま
るようにすることであることが確認できる。 

TR32.16 砲丸、円盤、ハンマーの頭部、やりの頭部が最初
に着地して残した痕跡が、角度線や角度線の外側
地面、あるいは他の物体（TR32.14〔注意〕ⅱに
よる囲いを除く）に触れた場合は、無効試技とす
る。 

砲丸、円盤、ハンマーの頭部、やりの頭部が最初
に着地して残した痕跡が、角度線や角度線の外側
地面に触れた場合は無効試技とする。このほか、
投てき後、地面に接する前に砲丸、円盤、ハンマ
ーの頭部、やりの頭部が角度線の外側にある物体
（TR32.14〔注意〕ⅱによる囲いを除く）に触れ
た場合は無効試技とする。 

TR32.17 投げた用具（投てき物）が着地する前に競技者が
サークルや助走路から出た場合や以下の場合は、
無効試技とする。  
32.17.1 サークルからの投てきではサークルを
出る際に、… 

〔注意〕 
縁枠の上部…離脱と見なす。 

32.17.2 やり投では競技者が助走路を離れる際
に、… 

以下の場合は無効試技とする。 
32.17.1 投げた用具（投てき物）が着地する前に

競技者がサークルや助走路から出た時。 
32.17.2 サークルからの投てきではサークルを
出る際に、… 

〔注意〕 
縁枠の上部…離脱と見なす。 

32.17.3 やり投では競技者が助走路を離れる際
に、… 

TR32.17 
ｸﾞﾘｰﾝ 

TR32.17.2の2番目と3番目の文章は判定の過程を
スピードアップすることが目的であり、競技者にさらなる無
効試技を課するためのものではない。 

TR32.17.3 の 2 番目と 3 番目の文章は判定の過程
をスピードアップすることが目的であり、競技者にさらなる
無効試技を課すためのものではない。 

TR34.1 … 
縁の曲線部の始めから円盤の厚みは、縁の最大厚
のＤの部分まで規則的に増加する。 

… 
縁の曲線部の始めから円盤の厚みは、最大の厚さ
値Ｄの部分まで規則的に増加する。 

TR35.4 
〔国際〕 

網目の中心の大きさは、紐で作られた場合は最大
45mm、鋼製ワイヤーの場合は最大50mm とす
る。目の大きさは、紐で作られた場合は最大
45mm とする。 

隣接する網目の中心間の距離は、紐で作られた場
合は最大 45mm、鋼製ワイヤーの場合は最大
50mm とする。 
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TR37.4 
〔注意〕 

ⅰ 

左側の可動パネルは右投げの競技者、右側のパネ
ルは左投げの競技者のために使用される。右投
げ、左投げ両方の競技者が参加している競技会
で、一方の可動パネルと他方のパネルを動かす必
要がある場合、… 

左側の可動パネルは反時計回りで投げる競技者、
右側のパネルは時計回りで投げる競技者のため
に使用される。反時計回り、時計回りの両方の競
技者が参加している競技会で、一方の可動パネル
と他方のパネルを動かす必要がある場合、… 

TR37.5 
〔国際〕 

網目の中心の大きさは、紐で作られた場合は最大
45mm、鋼製ワイヤーの場合は最大50mm とす
る。目の大きさは、紐で作られた場合は最大
45mm とする。 

隣接する網目の中心間の距離は、紐で作られた場
合は最大 45mm、鋼製ワイヤーの場合は最大
50mm とする。 

TR38.2 
ｸﾞﾘｰﾝ 

（TR38.3から移動） 以前の規則で使われていたやりの「先端」という表現は
削除され、…または「後部から先に」着地した場合は依
然として無効試技であり、判定時には赤旗を示す。 

TR38.3 投げる用意をしてからやりが空中に投げられる
までの間に、競技者はその背面をスターティン
グ・ラインに向けるように完全に回転させること
はできない。 
 

投げる用意をしてからやりが空中に投げられる
までの間に、競技者はその背面をスターティン
グ・ラインに向けるように完全に回転させること
はできない。 

〔注意〕 
この規則は助走と投げる動作に関するものであ
り、投げる動作を始める前や、投げる動作を中断
して後ろに下がることに関するものではない。 

TR38.3 
ｸﾞﾘｰﾝ 

以前の規則で使われていたやりの「先端」という表現は
削除され、…または「後部から先に」着地した場合は依
然として無効試技であり、判定時には赤旗を示す。 

（TR38.2へ移動） 

TR38.11 
図 
 
 

 

 
重さ 
 
末尾部分（カッコ部分）削除 
 

TR41.3 
WA 

全てのトラック走路、助走路または踏切場所の
表面は、長さ 6 mm のスパイク・シューズに対
応できる合成物質で覆われている必要がある。 
 

全てのトラック走路、助走路または踏切場所の
表面は、長さ 6 mm のスパイク・シューズに対
応できる合成物質で覆われている必要がある。 
但し、トラック舗装材業者または競技場施設管
理者は、最大 9mm のスパイクの使用を認める
ことができる。 

TR43.1 … 
縁石または白線の内側の端はトラック全体を通
して水平でなければならない。この縁石または白
線はトラックの傾斜部分の長さ全体にわたって
傾斜や勾配を考慮し、傾斜面に沿って配置する。
二つの直走路の縁石を取り除き、50 ㎜幅の白線
で代用しても良い。 

… 
縁石または白線の内側の端はトラック全体を通
して水平でなければならない。この縁石または
白線はトラックの傾斜部分の長さ全体にわたっ
て傾斜や勾配を考慮し、傾斜面に沿って配置す
る。 

TR44.6 
〔注意〕ⅰ 

↓ 
TR44.6.3 

〔注意〕ⅰ 

ワールドランキングコンペティション定義1. 
(a)、(b)、(c) と2. (a)、(b)に該当しない競技会に
おいては、800ｍについては参加チームの合意に
よりレーンを使用しないで行うことができる。 

ワールドランキングコンペティション定義 1. (e)
と 2. (e)に該当する競技会においては、800ｍに
ついては参加チームの合意によりレーンを使用
しないで行うことができる。 

TR44.6 
〔注意〕ⅱ 

↓ 
TR44.6.3 

〔注意〕ⅱ 

6レーン未満のトラックでは、6人での競走を可能
とするためにグループスタートを用いてもよい。 

6 レーン未満のトラックでは、6 人での競走でグ
ループスタートを用いてもよい。 

TR52.3.3 扇形ラインをサークル中心から34.92度の角度で
放射状に引いて完全な着地場所を設けるか、両側
のラインを34.92度の扇方の中心線と平行にして
設けてもよい。着地場所を示すラインを平行にす
るにあたっては、両方のラインの間隔は最小9ｍ
でなくてはならない。 
 

扇形ラインをサークル中心から 34.92 度の角度
で放射状に、着地場所の幅が少なくとも 9m にな
るまで引く。そこからは着地場所の中心線と平行
になるように引く。 
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TR54.1 
 

競歩競技の標準となる距離は、ショート・トラッ
クでは3,000m、5,000m とし、400m トラックで
は 5,000m、 10,000m、 20,000m、 35,000m 、
50,000m とする。道路のコースでは10km, 20km, 
35km, 50km とする。 

（2025 年 12 月 31 日まで） 
競歩競技の標準となる距離は、ショート・トラ
ックでは 3,000m、5,000m とし、400m トラッ
クでは 5,000m、10,000m、20,000m、
35,000m、50,000m とする。道路のコースでは
10km, 20km, 35km, 50km とする。 

（2026 年 1 月 1 日から） 
競歩競技の標準となる距離は、ショート・トラッ
クでは 3,000m、5,000m とし、400m トラックで
は 5,000m、10,000m、ハーフマラソン（21，097.5
ｍ）、マラソン（42,195ｍ）、50,000m とする。道
路のコースでは10km, ハーフマラソン（21.0975
㎞）、マラソン（42.195 ㎞）、50km とする。 

TR54.4.1 
〔国内〕ⅱ 

TR54.4.1 に定める特定の競技会以外の競技会
で、主任単独による失格権限を適用する場合に
は、主催者は本連盟に事前に申告するものとす
る。なお、その場合の競歩審判員主任は JRWJ と
する。 

R54.4.1 に 定 め る 特 定 の 競 技 会 の 主 任 は
WARWJ または JRWJ とする。また、それ以外の
競技会で主任単独による失格権限を適用する場
合には、主催者は本連盟に事前に申告するものと
する。なお、その場合の競歩審判員主任は JRWJ
とする。 

TR54.7.3 
 

 
距離（その長さを含む） 時間 
5,000ｍ・ 5km まで 30 秒 
10,000ｍ・10km まで 1 分 
20,000ｍ・20km まで 2 分 
30,000ｍ・30km まで 3 分 
35,000ｍ・35km まで 3 分 30 秒 
40,000ｍ・40km まで 4 分 
50,000ｍ・50km まで 5 分 

 
 
 
 
 

 

（2025 年 12 月 31 日まで） 
距離（その長さを含む） 時間 
5,000ｍ・ 5km まで 30 秒 
10,000ｍ・10km まで 1 分 
20,000ｍ・20km まで 2 分 
30,000ｍ・30km まで 3 分 
35,000ｍ・35km まで 3 分 30 秒 
40,000ｍ・40km まで 4 分 
50,000ｍ・50km まで 5 分 

（2026 年 1 月 1 日から） 
距離（その長さを含む） 時間 
5,000ｍ・ 5km まで 30 秒 
10,000ｍ・10km まで 1 分 
21,097.5m・21 km 0975 まで 2 分 
30,000ｍ・30km まで 3 分 
42,195ｍ・42 km 195 まで 4 分 
50,000ｍ・50km まで 5 分 

 

TR54.7.5 TR54.7.3を適用するいかなる場合でも、…行わ
れなければならない。もし、通知を怠ったとして
も、当該競技者の失格が取り消されることはな
い。 

TR54.7.3 を適用するいかなる場合でも、…行われ
なければならない。但し、告知ができなくとも失
格した競技者の失格が取り消しとなることはな
い。 

TR54.10.5 （TR54.10.6から移動） …競技者を妨害してはならない。 
いかなる状況にあっても飲食物や水を取る際、競
技役員や承認を得た者であっても競技者と並ん
で移動してはならない。 

TR54.10.6 … 
いかなる状況にあっても飲食物や水を取る際、競
技役員や承認を得た者であっても競技者と並ん
で移動してはならない。 

（TR54.10.5 へ移動） 
 

TR55.1 道路競走の標準となる距離は 1 マイル、5 ㎞、10
㎞、15 ㎞、20 ㎞、ハーフマラソン、25 ㎞、30
㎞、マラソン(42 ㎞ 195)、50 ㎞、100 ㎞およびロ
ードリレーとする。 
 

道路 競走 の 標準 とな る距 離は  1 マイル
（1,609.344ⅿ）、5 ㎞、10 ㎞、15 ㎞、10 マイル
（16 ㎞ 09344）、20 ㎞、ハーフマラソン（21 ㎞
0975）、25 ㎞、30 ㎞、マラソン(42 ㎞ 195)、50
㎞、100 ㎞およびロードリレーとする。 
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【公認審判員規程】 
P.336 公認審判員として登録会員規程第2条に抵触した

者は同規程第17条により登録会員処分規程に定
められた処分の対象となる。 

公認審判員として登録会員規程第2条に抵触した
者は同規程第 15 条により登録会員処分規程に定
められた処分の対象となる。 

 
 

【陸上競技場公認に関する細則 別表２】 
P.414 競歩用掲示板 

縦1000㎜×横800㎜ 
競歩用掲示板 
縦 860mm 以上×横 800mm 以上 

 
 


